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令和７年（２０２５年）４月１日  

熊本県土木部土木技術管理課  

 

設計業務等共通仕様書使用にあたっての留意事項 

 

 本県の設計業務等共通仕様書は、基本的に国土交通省の共通仕様書に準拠しています。 

 下記事項においては、熊本県独自の取扱及び運用等を定めていますので、使用にあたって

は留意してください。 

 

１．第１編 共通編 

共通仕様書 

（該当条文） 

国土交通省 共通仕様書（案） 熊本県 

全般 ・調査職員 

・総括調査員 

・主任調査員 

・調査員 

・監督員 

・総括監督員 

・主任監督員 

・削除 

第 1101 条 

適用 

1.設計業務等共通仕様書（以下「共

通仕様書」という。）は、国土交通省

〇〇地方整備局（港湾空港関係を除

く。）の発注する土木工事に係る設

計及び計画業務（当該設計及び計画

業務と一体として委託契約される

場合の土木工事予定地等において

行われる調査業務を含む。）に係る

土木設計業務等委託契約書及び設

計図書の内容について、・・・ 

1.設計業務等共通仕様書（以下「共

通仕様書」という。）は、熊本県土木

部の発注する土木工事に係る設計

及び計画業務（当該設計及び計画業

務と一体として委託契約される場

合の土木工事予定地等において行

われる調査業務を含む。）に係る熊

本県公共工事関係業務委託契約約

款（以下、「契約書」という。）及び

設計図書の内容について、・・・ 

第 1102 条 

用語の定義 

1.「発注者」とは支出負担行為担当

官若しくは分任支出負担行為担当

官又は契約担当官若しくは分任契

約担当官をいう。 

1.「発注者」とは熊本県知事又はそ

の職務代理者をいう。 

 

第 1102 条 

用語の定義 

6.本仕様書で規定されている調査

員とは、一般調査業務を担当し、主

に、受注者に対する指示、承諾また

は・・・ 

削除 

第 1102 条 

用語の定義 

7.「検査職員」とは、・・・契約書第

32 条第２項の規定に基づき、・・・ 

7.「検査職員」とは、・・・契約書第

33 条第２項の規定に基づき、・・・ 



第 1102 条 

用語の定義 

13.「契約書」とは、「土木設計業務

等委託契約書の制定について」（平

成７年６月 30 日付け建設省厚契発

第 26 号）、別冊土木設計業務等委託

契約書をいう。 

13.「契約書」とは、「熊本県公共工

事関係業務委託契約約款」をいう。 

第 1102 条 

用語の定義 

33.「連絡」とは、調査職員と受注者

の間で、契約書第 18 条に該当しな

い事項または緊急で・・・ 

33.「連絡」とは、監督員と受注者の

間で、契約書第 19 条に該当しない

事項または緊急で・・・ 

第 1110 条 

提出書類 

3.受注者は、契約時又は変更時にお

いて契約金額が100万円以上の業務

について・・・（担当技術者の登録は

８名までとする）。 

 また、受注者は、契約時において、

予定価格が1,000万円を超える競争

入札により調達される建設コンサ

ルタント業務において調査基準価

格を下回る金額で落札した場合、テ

クリスに・・・ 

3.受注者は、契約時又は変更時にお

いて契約金額が100万円以上の業務

について・・・（担当技術者の登録は

８名までとする）。 

 また、受注者は、契約時において、

熊本県建設コンサルタント業務等

委託低入札価格調査実施要領にお

ける調査基準価格を下回る金額で

落札した場合、テクリスに・・・ 

第 1115 条 

地元関係者との

交渉等 

1.契約書第 12 条に定める地元関係

者への説明、交渉等は・・・ 

1.契約書第 13 条に定める地元関係

者への説明、交渉等は・・・ 

第 1116 条 

土地への立ち入

り等 

1.受注者は、屋外で行う設計業等を

実施するため国有地、公有地又は私

有地に立ち入る場合は、契約書第 13

条の定めに従って、・・・ 

1.受注者は、屋外で行う設計業等を

実施するため国有地、公有地又は私

有地に立ち入る場合は、契約書第 14

条の定めに従って、・・・ 

第 1117 条 

成果物の提出 

4.受注者は、「土木設計業務等の電

子納品要領・・・ 

 

なお、電子納品に対応するための措

置については「電子納品運用ガイド

ライン【業務編】（国土交通省・令和

5年 3月）」に基づくものとする。 

4.受注者は、「土木設計業務等の電

子納品要領・・・ 

 

なお、電子納品に対応するための措

置については「熊本県電子納品運用

ガイドライン（令和 3年 4月）」（以

下「要領等」という。）に基づいて作

成した電子データにより提出する

ものとする。要領等で特に記載が無

い項目については監督員と協議の

うえ決定するものとする。 



第 1119 条 

検査 

1.受注者は、契約書第 32 条第１項

の規定に基づき、・・・ 

1.受注者は、契約書第 33 条第１項

の規定に基づき、・・・ 

第 1119 条 

検査 

3.検査職員は、調査職員及び管理技

術者の立会の上・・・ 

 

なお、電子納品の検査時の対応につ

いては「電子納品運用ガイドライン

【業務編】（国土交通省・令和 4年 3

月）」に基づくものとする。 

3.検査職員は、監督員及び管理技術

者の立会の上・・・ 

 

なお、電子納品の検査時の対応につ

いては「熊本県電子納品運用ガイド

ライン（令和 3 年 4 月）」に基づく

ものとする。 

第 1120 条 

修補 

4.検査職員が指示した期間内に修

補が完了しなかった場合には、発注

者は、契約書第 32 条第２項の規定

に基づき・・・ 

4.検査職員が指示した期間内に修

補が完了しなかった場合には、発注

者は、契約書第 33 条第２項の規定

に基づき・・・ 

第 1121 条 

条件変更等 

1.契約書第 18 条第５号に規定する

「予期することのできない特別な

状態」とは契約書第 29 条第１項に

規定する天災その他・・・ 

1.契約書第 19 条第５号に規定する

「予期することのできない特別な

状態」とは契約書第 31 条第１項に

規定する天災その他・・・ 

第 1121 条 

条件変更等 

2.調査職員が、受注者に対して契約

書第 18 条、第 19 条及び第 21 条の

規定に基づく設計図書の変更・・・ 

2.監督員が、受注者に対して契約書

第 19 条、第 20 条及び第 22 条の規

定に基づく設計図書の変更・・・ 

第 1122 条 

契約変更 

1.発注者は、次の各号に掲げる場合

において・・・ 

 

(4)契約書第31条の規定に基づき委

託料の変更に代える設計図書の変

更を行った場合 

1.発注者は、次の各号に掲げる場合

において・・・ 

 

(4)契約書第32条の規定に基づき委

託料の変更に代える設計図書の変

更を行った場合 

第 1123 条 

履行期間の変更 

3.受注者は、契約書第 23 条の規定

に基づき、履行期間の延長が必要と

判断した場合には・・・ 

3.受注者は、契約書第 24 条の規定

に基づき、履行期間の延長が必要と

判断した場合には・・・ 

第 1123 条 

履行期間の変更 

4.契約書第 24 条に基づき、発注者

の請求により履行期限を短縮した

場合には・・・ 

4.契約書第 25 条に基づき、発注者

の請求により履行期限を短縮した

場合には・・・ 

第 1124 条 

一時中止 

1.契約書第 20 条第１項の規定によ

り、次の各号に該当する・・・ 

1.契約書第 21 条第１項の規定によ

り、次の各号に該当する・・・ 

第 1125 条 

発注者の賠償責

発注者は、以下の各号に該当する場

合・・・ 

発注者は、以下の各号に該当する場

合・・・ 



任  

(1)契約書第28条に規定する一般的

損害、契約書第 29 条に規定する第

三者に及ぼした損害について・・・ 

 

(1)契約書第29条に規定する一般的

損害、契約書第 30 条に規定する第

三者に及ぼした損害について・・・ 

第 1126 条 

受注者の賠償責

任等 

受注者は、以下の各号に該当する場

合・・・ 

 

(1)契約書第28条に規定する一般的

損害、契約書第 29 条に規定する第

三者に及ぼした損害について・・・ 

(2)契約書第41条に規定する契約不

適合責任として請求された場合 

受注者は、以下の各号に該当する場

合・・・ 

 

(1)契約書第29条に規定する一般的

損害、契約書第 30 条に規定する第

三者に及ぼした損害について・・・ 

(2)契約書第42条に規定する契約不

適合責任として請求された場合 

第 1127 条 

部分使用 

1.受注者は、次の各号に掲げる場合

において、契約書第 34 条の規定に

基づき、受注者に対して・・・ 

1.受注者は、次の各号に掲げる場合

において、契約書第 35 条の規定に

基づき、受注者に対して・・・ 

第 1128 条 

再委託 

4.会計法第 29 条の３第４項の規定

に基づき契約の性質又は・・・ 

4.地方自治法施行令第167条の２第

１項第２号の規定に基づき契約の

性質又は・・・ 

第 1128 条 

再委託 

5.受注者は、設計業務等を再委託に

付する場合・・・ 

 

なお、協力者は、国土交通省○○地

方整備局の建設コンサルタント業

務等指名競争参加資格者である場

合は、国土交通省○○地方整備局の

指名停止期間中であってはならな

い。 

5.受注者は、設計業務等を再委託に

付する場合・・・ 

 

なお、協力者は、熊本県の建設コン

サルタント業務等指名競争参加資

格者である場合は、熊本県の指名停

止期間中であってはならない。 

第 1134 条 

履行報告 

受注者は、契約書第 15 条の規定に

基づき、履行状況報告を・・・ 

受注者は、契約書第 16 条の規定に

基づき、履行状況報告を・・・ 

第 1136 条 

コスト調査 

予算決算及び会計令第 85 条の基準

に基づく・・・ 

削除 

第 1140 条 

新技術の活用に

ついて 

受注者は、新技術情報提供システム

（NETIS）等を利用することにより、

活用する・・・ 

削除 

第 1212 条 

環境配慮の条件 

2.受注者は、「国等による環境物品

等の調達の推進等に関する法律」

2.受注者は、「国等による環境物品

等の調達の推進等に関する法律」



（平成 12 年 5 月法律第 100 号、以

下「グリーン購入法」という。）に基

づき、物品使用の検討にあたっては

環境への負荷が少ない環境物品等

の採用を推進するものとする。ま

た、グリーン購入法第 6条の規定に

よる「国土交通省の環境物品等の調

達の推進を図るための方針」に基づ

き、特定調達品目の・・・ 

（平成 12 年 5 月法律第 100 号、以

下「グリーン購入法」という。）に基

づき、物品使用の検討にあたっては

環境への負荷が少ない環境物品等

の採用を推進するものとする。ま

た、グリーン購入法第 10 条の規定

による「熊本県グリーン購入推進方

針」に基づき、特定調達品目の・・・ 

 





i  



ii  


































































































